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○学校法人東京歯科大学における公益通報者の保護等に関する規程 

令和５年２月24日 

制定 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号以下「法」という。）に基

づく学校法人東京歯科大学（以下「本法人」という。）における公益通報者の保護、公益

通報の処理その他必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規程において「公益通報」とは、本法人の役員及び教職員等（非常勤教職員、

退職者及び委託又は派遣契約等により本法人において就労する者を含む。、当該通報の日

前１年以内に退職した者、委託又は派遣契約をしていた者を含む。以下同じ。）が、不正

の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、本法人又は本法人

の業務に従事する本法人職員等による通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしてい

る旨を、その発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められ

る者に通報することをいう。 

２ この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。 

３ この規程において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。 

(1) 通報対象となる法律（法において通報の対象となる法律に基づく命令を含む。次号

において同じ。）に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法律に規定する過料の理由とさ

れている事実 

(2) 通報対象となる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる

場合における当該処分の理由とされている事実（当該処分の理由とされている事実が同

法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における

当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。）違反に対して、命令又は指

示（以下「命令等」という。）が用意されており、かつ、当該命令等に違反することが

罪となる行為である場合における当該法律に違反する事実及び当該法律に規定する過

料の理由とされている事実 

４ この規程において「部局長」とは、法人主事、大学学長、水道橋病院長、市川総合病院

長、千葉歯科医療センター長、短期大学学長をいう。 

第２章 公益通報者の保護 



2/5 

（解雇の禁止） 

第３条 法第３条各号に掲げる公益通報又は公益通報に関する相談をしたことを理由とし

て、当該公益通報又は公益通報に関する相談をした者（以下「公益通報者等」という。）

に対し解雇（非常勤教職員及び委託又は派遣契約等により本法人において就労する者にあ

つては、当該契約の解除。）を行つてはならない。 

（不利益取扱いの禁止） 

第４条 公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者等に対し、不利益な取扱いをし

てはならない。 

（役員を解任された場合の損害賠償請求） 

第５条 役員である公益通報者は、法第６条各号に定める公益通報をしたことを理由として

本法人から解任された場合には、本法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求す

ることができる。 

第６条 本法人は、法第３条各号及び法第６条各号に定める公益通報によつて損害を受けた

ことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができ

ない。 

（公益通報者のフォローアップ） 

第７条 総括者は、対象部局長に対し、通報処理終了後、公益通報者等が公益通報したこと

を理由とした不利益な取扱い及び職場内で嫌がらせが行われていないか等を適宜確認し、

公益通報者等保護に係る十分なフォローアップを行うよう命じなければならない。 

２ 対象部局長は、前項を行つた場合、速やかに、総括者に報告を行うものとする。 

第３章 管理体制 

（総括者） 

第８条 本法人における公益通報の処理に関する総括者は、理事長をもつて充てる。 

（通報窓口） 

第９条 本法人における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため、法人事務局庶

務課に、公益通報受付・相談窓口を設置する。 

２ 公益通報受付・相談窓口に担当者を置き、法人事務局庶務課長（以下「庶務課長」とい

う。）をもつて充てる。 

第４章 通報処理体制等 

（通報処理体制等の周知） 

第10条 総括者は、公益通報受付・相談窓口、公益通報及び公益通報に関する相談の方法
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その他必要な事項を本法人の役員及び職員等に周知する。 

（公益通報の申出） 

第11条 公益通報又は公益通報に関する相談は、書面、電子メール又は面談で行うものと

する。 

（通報の受付等） 

第12条 公益通報受付・相談窓口において、公益通報を受けたときは、速やかに当該公益

通報を受領した旨を当該公益通報者に通知し、総括者へ報告するものとする。 

２ 本法人の公益通報受付・相談窓口の職員以外の職員が公益通報を受けたときは、速やか

に公益通報受付・相談窓口に連絡し、又は当該公益通報者に対し、公益通報受付・相談窓

口に公益通報するように助言しなければならない。 

（通報に対する措置の検討） 

第13条 総括者は、前条第１項に規定する公益通報を受けたときは、当該公益通報に関し

必要な措置を行わなければならない。 

２ 総括者は、公益通報を受けた日から20日以内に、当該通報対象事実に係る調査の実施

の有無等、前項の検討結果を当該公益通報者に通知しなければならない。この場合におい

て、総括者は、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。 

３ 総括者は、公益通報された事項に関する事実関係の調査の必要性を検討し、調査する必

要がある場合には、調査委員会（以下「委員会」という。）を設置するものとする。なお、

委員会の委員長及び委員は総括者が指名する。 

４ 委員会は、公益通報された事項に関する調査を実施するものとする。 

５ 委員長は、調査が終了した場合は、速やかに総括者に報告するものとする。 

６ 委員会は、前項の報告が終了した時点で解散するものとする。 

（調査の実施） 

第14条 調査は、調査の対象部局に対して関係資料の提出、事実の証明、報告その他調査

の実施上必要な行為を求めることにより実施する。 

２ 調査は、事実に基づき公平不偏に実施しなければならない。調査の実施に当たつては、

公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう調査の方法に十分配慮しな

ければならない。 

（部局長の協力義務） 

第15条 調査の対象部局長は、円滑に調査が実施できるよう、当該調査を行う者に対し、

協力しなければならない。 
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２ 部局長は、前条第１項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、正当

な理由なくこれを拒否してはならない。 

（調査結果の通知） 

第16条 総括者は、調査を終えたときは、当該公益通報者に対し、当該調査結果を通知す

るものとする。 

（是正措置等） 

第17条 総括者は、調査の結果、通報対象事実が明らかになつたときは、直ちに是正及び

再発防止のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を講じ、又は部局長に対し

是正措置等を講じることを命じなければならない。 

２ 部局長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の

内容、是正結果等を総括者に報告するものとする。 

３ 総括者は、第１項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、当該公益通報者

に対して是正措置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関に対し、当該調査及び

是正措置等に関し、報告を行うものとする。 

（被通報者等への配慮） 

第18条 総括者は、第11条及び前条第３項の規定により公益通報者に通知するときは、当

該公益通報に係る被通報者（その者が法令違反等を行つた、行つている又は行おうとして

いると通報された者をいう。）又は当該調査に協力した者等の名誉、プライバシー等を侵

害することのないように配慮しなければならない。 

（公益通報対応業務従事者の義務通報窓口の職員の義務） 

第19条 通報窓口の職員、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその

是正に必要な措置をとる業務を実施する者（公益通報対応業務従事者」という。）又は公

益通報対応業務従事者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた秘密を

漏らしてはならない。当該通報窓口の職員でなくなつた後も同様とする。 

（通報対象事実関係者の除外） 

第20条 この規程に定める業務に携わる者が、通報対象事実に関する公益通報の対象とな

り、又は対象となることが見込まれる場合は、当該業務に携わり、又は委員会の構成員と

なることができない。 

（調査等に係る適用除外） 

第21条 この章の規定は、調査又は是正措置等の実施に関し、他の規程に別段の定めがあ

るときは、その限度において適用しない。 
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第５章 その他 

（公益通報に該当しない通報に対する準用） 

第22条 職員等以外の者からの通報又は本法人及び各部局大学が定める規程に違反する事

実の通報については、第３章及び前章に規定する公益通報の例に準じて取り扱うものとす

る。 

（庶務） 

第23条 この規程に関する庶務は、法人事務局庶務課が行うものとする。 

（実施規程） 

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総括者が定

める。 

（改廃） 

第25条 この規程の改廃は、理事会の承認を得るものとする。 

附 則 

この規程は、令和５年３月１日から施行する。 

２ 従前の「東京歯科大学における公益通報者の保護等に関する規程」は、廃止する。 

 


